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▼問い合わせ先＝税務課　住民税係　☎　９１２２56

①令和元(平成31)年中に営業、農業、不動産、配
当、譲渡などの所得があった方

②給与所得者で、次に該当する方
・給与の年収が２千万円を超える方
・年の途中で退職等をして、年末調整をしてい
ない方

・年末調整後に、内容に変更が生じた方
・２か所以上から給与等を受けている方
・給与所得のほかに、①などの所得がある方
・所得控除を受ける方
・給与について、災害減免法により所得税等の
源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方

③公的年金受給者で、次に該当する方
・公的年金収入以外に、所得がある方
・所得控除を受ける方

④扶養控除・障がい者控除・社会保険料控除・医
療費控除・住宅借入金等特別控除・寄附金控
除・雑損控除など各種控除を受ける方

⑤国民健康保険の世帯主及び被保険者(ただ
し、どなたかの扶養になっている方、給与所得
のみで年末調整を受けている方、年金収入の
みの方は、申告の必要はありません。)

※①～⑤に該当しない場合(例えば、給与所得の
みで年末調整を受けている場合や、所得がな
く家族の扶養になっている場合)は、申告の必
要はありません。

※青色申告の方、損失申告の方、土地・建物・株
式等の譲渡所得のあった方及び贈与・相続・
消費税については、税務署に申告してくださ
い。なお、譲渡所得でも内訳書が事前に作成
済みのものは町でも受け付けますので、申告
期間前に税務課にご相談ください。

①申告者本人確認書類
 ・マイナンバーカードをお持ちの方
　マイナンバーカード
 ・マイナンバーカードをお持ちでない方
　番号確認書類・身元確認書類からそれぞれ
　一つずつ
　番号確認書類＝通知カード又はマイナンバー

が記載されている住民票の写しのどちらか
　身元確認書類＝運転免許証、公的医療保険

の被保険者証、パスポート、身体障がい者手
帳などのうちいずれか一つ

※ご家族が代理で申告に来る場合、申告者の本
人確認書類のみご持参ください。来庁する家
族の方の本人確認書類は不要です。

※税務署に申告書を郵送する方は、本人確認書
類の写しを同封してください。

②申告書に扶養親族や専従者について記載す
る場合は、対象者のマイナンバーのわかるも
の

③印かん(口座振替の申し込みをされる方は、
銀行の届出印)

④税務署からのお知らせハガキもしくは申告
書(税務署から送付されている方)

⑤申告者名義の口座番号が分かるもの(確定申
告での所得税の口座振替による納付又は還
付金の受領の口座振込を利用する方)

⑥令和元(平成31)年中の所得を明らかにでき
る書類

 

 ・給与・報酬・賃金・年金等がある方は、源泉徴
収票(原本又は写し)、支払調書(原本又は写
し)

 ・営業・農業・不動産所得のある方は、収入及び
経費が記載されている収支内訳書(申告前に
記入し、必ず控えをとり大切に保管してくださ
い。用紙は税務署もしくは町税務課に用意し
ております。)

 ・配当・一時・雑所得のある方はその所得の内容
を証明する書類

⑦控除を受けるための証明書類
 ・国民年金保険料の控除証明書又は領収書
 ・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医

療保険料の領収書又は納付額確認書(年金か
ら天引きされている場合は、公的年金等の源
泉徴収票に金額が記載されています。年金か
ら天引きされている社会保険料は、本人以外
の方では控除出来ません。)

 ・任意継続等の保険料の領収書又は証明書
 ・生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険

料、地震保険料等の控除証明書
 ・障がい者控除該当者は、障がい者手帳又は障

がい者控除対象者認定書
 ・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細

書又は医療費通知
 ・寄附金控除、雑損控除を受ける方は証明書

類、領収書等
 ・住宅借入金等特別控除を受ける方は必要書

類(広報１月号に詳細が掲載されていますの
で、ご確認ください。)

令和元(平成31)年分所得税確定申告・令和２年度町県民税申告相談
役場３階大会議室で２月17日(月)～３月16日(月)まで

○申告しなければならない方

○申告に持参する主なもの

○医療費控除を受けられる方へ

○新築・購入・増改築等をした方は所得税の住宅借入金等特別控除申告を忘れずに

○確定申告書や収支内訳書の控えは
大切に保管しましょう

○申告をしなかったら・・・

○町県民税申告についてのお知らせ

　自己又は生計を同じくする配偶者や、その他親族のために支払った医療費があり、令和元(平成31)
年中に支払った金額から保険金等により補填される金額を控除した金額が、10万円(総所得金額等が２
００万円未満の方は、その額の５％)を超える場合に、医療費控除を受けることができます。

　令和元(平成31)年中に住宅ローンを利用して住宅を新築・購入・増改築等をした方は、一定の要
件にあてはまれば、住宅借入金等特別控除を受けることができ、所得税が軽減されます。この特別
控除を受けるには、最初の年に確定申告をする必要があります。控除を受けるための各種要件・必
要書類については、宇都宮税務署【☎０２８(６２１)２１５１】又は町税務課におたずねください。広
報１月号にも詳細が掲載されていますので、ご確認ください。

来年申告する際の参考資料になりますので、
大切に保管してください。また、県や町、金融
機関等への手続きの際に使用する場合があ
ります。

・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者
医療保険料等の正しい計算ができません。

・国民年金保険料免除の申請や福祉・扶養・公
営住宅関係の手続きなどに必要な証明等が
行えません。

・所得税の確定申告をした方は、町県民税の
申告は不要です。

・公的年金を受給している方へ
 所得税の申告が不要である方(年金収入が４
００万円以下で、それ以外の所得が20万円以
下の方)についても、町県民税の申告が必要
となる場合や、申告により各種控除を追加
することで、令和２年度町県民税が減額にな
る場合があります。

◇必要な書類等
・医療費控除の明細書
 医療費の領収書を「医療を受けた方」「医療
機関」「支払医療費」の順に整理・計算し、記
入したもの。支払った医療費に対し、保険
金等で補填された金額があれば、併せて記
入が必要です。用紙は税務課窓口にご用意
しております。

※平成29年分の確定申告から医療機関等で
発行された領収書は提出不要になりまし
た。ただし、領収書は、確定申告期限等か
ら５年間保存する必要があります。

◇医療費控除の対象とならないものの例
・健康診断や各種予防接種、美容整形の費用
・疾病予防や健康増進などの医薬品や、健康
食品の購入費等

・入院中の身の回りの品　
・診断書等の文書料
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐
車料金
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　自己又は生計を同じくする配偶者や、その他親族のために支払った医療費があり、令和元(平成31)
年中に支払った金額から保険金等により補填される金額を控除した金額が、10万円(総所得金額等が２
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件にあてはまれば、住宅借入金等特別控除を受けることができ、所得税が軽減されます。この特別
控除を受けるには、最初の年に確定申告をする必要があります。控除を受けるための各種要件・必
要書類については、宇都宮税務署【☎０２８(６２１)２１５１】又は町税務課におたずねください。広
報１月号にも詳細が掲載されていますので、ご確認ください。

来年申告する際の参考資料になりますので、
大切に保管してください。また、県や町、金融
機関等への手続きの際に使用する場合があ
ります。

・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者
医療保険料等の正しい計算ができません。

・国民年金保険料免除の申請や福祉・扶養・公
営住宅関係の手続きなどに必要な証明等が
行えません。

・所得税の確定申告をした方は、町県民税の
申告は不要です。

・公的年金を受給している方へ
 所得税の申告が不要である方(年金収入が４
００万円以下で、それ以外の所得が20万円以
下の方)についても、町県民税の申告が必要
となる場合や、申告により各種控除を追加
することで、令和２年度町県民税が減額にな
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・医療費控除の明細書
 医療費の領収書を「医療を受けた方」「医療
機関」「支払医療費」の順に整理・計算し、記
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金等で補填された金額があれば、併せて記
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※平成29年分の確定申告から医療機関等で
発行された領収書は提出不要になりまし
た。ただし、領収書は、確定申告期限等か
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・健康診断や各種予防接種、美容整形の費用
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・診断書等の文書料
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐
車料金
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▼会場＝マロニエプラザ

▼期間＝２月17日(月)から３月16日(月)まで

　　　　土、日及び祝日を除きます。

　　　　ただし、２月24日(祝)及び３月１日(日)に限り開場します。

▼時間＝相談受付　午前９時から午後４時まで

▼その他＝

　会場内は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合があります。

　また、会場内の混雑状況により、受付を早めに締め切る場合があります。

　上記の期間中は、宇都宮税務署庁舎では申告相談を行っておりません。

　開設期間中は、他の催事により駐車場が満車となる場合があります。

　当会場では、現金等での納税は取り扱っておりません。

　申告書を郵送等でご提出される場合は、宇都宮税務署宛に送付してください。

　消費税の確定申告書を作成するには、令和元年10月１日以降の取引について、売上げや仕入れ等
を税率(軽減税率８％・標準税率10％)ごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)を行った帳簿
が必要となります。
　また、令和元年分からは、消費税確定申告書を作成するには、区分経理を行った帳簿に基づき、

「課税取引金額計算表」の作成が必要となります。
　なお、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿や受け取った
請求書などの書類を保存する必要があります。

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと自宅等でパソコン・スマー
トフォンから確定申告書が作成できますので、ｅ－Ｔａｘで送信・書面で印刷して送付のいずれかで
ご提出ください。
　「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」をお持ちの方は、確定申告書を作成する際、ＩＤとパス
ワードを入力すればｅ－Ｔａｘで申告することができますので、是非ご利用ください。
　「確定申告書等作成コーナー」の操作や確定申告に関するご質問・ご相談は、まずは、国税庁ホー
ムページで検索・電話にてお問い合わせください。
◯確定申告などに関すること
　国税庁ホームページ「確定申告特集」をご覧ください。
◯ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーの操作などに関すること
　「ｅ-Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク」

　☎０５７０(０１)５９０１
　【受付】月曜～金曜　午前９時～午後８時(祝日等を除きます)

所得税・個人消費税・贈与税の
確定申告会場を次のとおり開設いたします。

パソコン・スマホで申告してみよう！

消費税確定申告書の作成には区分経理が必要です。
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特集特集

▼会場＝マロニエプラザ

▼期間＝２月17日(月)から３月16日(月)まで

　　　　土、日及び祝日を除きます。

　　　　ただし、２月24日(祝)及び３月１日(日)に限り開場します。

▼時間＝相談受付　午前９時から午後４時まで

▼その他＝

　会場内は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合があります。

　また、会場内の混雑状況により、受付を早めに締め切る場合があります。

　上記の期間中は、宇都宮税務署庁舎では申告相談を行っておりません。

　開設期間中は、他の催事により駐車場が満車となる場合があります。

　当会場では、現金等での納税は取り扱っておりません。

　申告書を郵送等でご提出される場合は、宇都宮税務署宛に送付してください。

　消費税の確定申告書を作成するには、令和元年10月１日以降の取引について、売上げや仕入れ等
を税率(軽減税率８％・標準税率10％)ごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)を行った帳簿
が必要となります。
　また、令和元年分からは、消費税確定申告書を作成するには、区分経理を行った帳簿に基づき、

「課税取引金額計算表」の作成が必要となります。
　なお、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿や受け取った
請求書などの書類を保存する必要があります。

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと自宅等でパソコン・スマー
トフォンから確定申告書が作成できますので、ｅ－Ｔａｘで送信・書面で印刷して送付のいずれかで
ご提出ください。
　「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」をお持ちの方は、確定申告書を作成する際、ＩＤとパス
ワードを入力すればｅ－Ｔａｘで申告することができますので、是非ご利用ください。
　「確定申告書等作成コーナー」の操作や確定申告に関するご質問・ご相談は、まずは、国税庁ホー
ムページで検索・電話にてお問い合わせください。
◯確定申告などに関すること
　国税庁ホームページ「確定申告特集」をご覧ください。
◯ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーの操作などに関すること
　「ｅ-Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク」

　☎０５７０(０１)５９０１
　【受付】月曜～金曜　午前９時～午後８時(祝日等を除きます)

所得税・個人消費税・贈与税の
確定申告会場を次のとおり開設いたします。

パソコン・スマホで申告してみよう！

消費税確定申告書の作成には区分経理が必要です。
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